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�
�
�
�
毎
週
月
曜
〜
金
曜　

時
１０

〜　

時
１６

�
�
�
�
��
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
毎
週
火
曜
・
木
曜
・
金
曜

　

時
〜
、毎
週
水
曜　

時
〜

１６

１７

※
会
場
は
い
ず
れ
も
信
用
生
協
一

関
相
談
セ
ン
タ
ー

�
�
�
�
��
��
	

�
�
岩
手

県
消
費
者
信
用
生
活
協
同
組
合
一

関
相
談
セ
ン
タ
ー�
�
６
０
３
１

�

耐
震
に
関
す
る
疑
問
や
相
談
に

耐
震
診
断
士
が
お
答
え
し
ま
す
。

�
�
�
�
９
月　

日�
　

時
〜　

２４

１０

１５

時�
�
�
�
本
庁
１
階
市
民
の
室
、

千
厩
支
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル�
�

�
�
�
岩
手
県
建
築
士
会
一
関
支

部
お
よ
び
同
千
厩
支
部
か
ら
派
遣

さ
れ
た
耐
震
診
断
士

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
建
築
住

宅
課�
�
８
５
３
２
ま
た
は
各
支

所
建
設
課

�
　

月
１
日
の
法
の
日
を
記
念
し

１０
て
無
料
法
律
相
談
を
行
い
ま
す
。

��
�
�
�
　

月
７
日�
８
時　

分

１０

３０

〜　

時　

分�
�
�
��
�
�
市

１４

３０

内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
す
る
人
・

先
着　

人�
�
�
�
藤
木
洋
太
郎

３５

さ
ん
、芦
川
宏
さ
ん�
�
�
�
�

８
０
０
円�
�
�
�
�
�
９
月　
１７

日�
　

時　

分
〜

１２

３０

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
女

性
セ
ン
タ
ー�
�
２
１
４
５

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
　

月　

日
〜　

月　

日

１０

１５

１１

１２

毎
週
水
曜　

時
〜　

時
５
回
コ
ー

１０

１２

ス�
�
�
�
キ
ャ
ニ
オ
ン
ボ
ウ
ル

�
�
�
��
�
�
市
内
に
居
住
ま

た
は
勤
務
す
る
人
で
、初
め
て
受

講
す
る
人
・
先
着　

人�
�
�
�

２０

�
５
０
０
円

�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
　

月
２
日
〜　

月　

日

１０

１０

３０

毎
週
木
曜
９
時
集
合
５
回
コ
ー
ス

�
�
�
�
�
平
泉
・
芭
蕉
の
道
、川

崎
町
内（
予
定
）��
�
��
�
�

市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
す
る
人

で
、ウ
オ
ー
キ
ン
グ
に
興
味
が
あ

る
人
・
先
着　

人�
�
�
�
�
５

４０

０
０
円

��
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
９
月　

日�
〜�

１５

�
�
�
�
�
初
回
ま
で
に
参
加
料

を
添
え
て（
電
話
可
）。

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
一

関
市
総
合
体
育
館�
�
３
１
１
１

�
�
�
�
　

月
１
日�
　

時
〜　

１０

１０

１５

時�
�
�
�
一
関
公
民
館�
�
�

�
不
動
産
・
商
業
登
記
の
代
理
、訴

訟
書
類
の
作
成
、簡
易
裁
判
所
の

手
続
き
代
理
な
ど
※　

月
１
日�

１０

〜
９
日�
の
平
日
は
各
司
法
書
士

事
務
所
で
も
無
料
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
��
�
�
�
�
	

�
【
日

時
】　

月
１
日�
【
相
談
電
話
番

１０
号
】０
１
９（
６
５
３
）５
３
２
０

�
�
��
�
�
�
�
岩
手
県
司
法

書
士
会
事
務
局�
０
１
９（
６
２

２
）３
３
７
２

�
�
�
�
　

月
１
日�
〜
７
日�

１０

　

時
〜　

時�
�
�
�
一
関
公
証

１０

１６

役
場�
�
�
�
契
約
や
遺
言
の
公

正
証
書
に
つ
い
て
※
電
話
相
談
可

�
�
�
���
��
	

�
�
一
関

公
証
役
場��
２
９
８
６

　　

本
年
７
月
末
時
点
で
、全
国　
１０

万
人
以
上
の
都
市
の
う
ち
、当
市

の　

万
人
当
た
り
の
交
通
事
故
死

１０
者
数
は
全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位
と
な

る
非
常
事
態
で
す
。交
通
事
故
は

運
転
者
・
歩
行
者
そ
れ
ぞ
れ
の
心

掛
け
で
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
後
、
交
通
事
故
の
犠
牲
者
を

出
さ
な
い
た
め
に
も
、
交
通
規
則

を
順
守
し
、事
故
を
起
こ
さ
な
い
・

事
故
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
一

人
一
人
が
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
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�

　

９
月　

日�
か
ら　

日�
ま
で

２１

３０

の　

日
間
実
施
さ
れ
ま
す
。

１０

　

当
市
で
も
高
齢
者
が
事
故
に
巻

き
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
半
数（
６

件
）を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、高

齢
者
の
交
通
事
故
防
止
を
運
動
の

重
点
と
し
て
展
開
さ
れ
ま
す
。
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�

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
生
活
環

境
課�
�
８
３
４
２

　

真
湯
山
荘
は
現
在
、岩
手
・
宮
城

内
陸
地
震
の
影
響
に
よ
り
営
業
を

休
止
し
て
い
ま
す
が
、当
分
の
間

営
業
を
再
開
で
き
な
い
見
通
し
で

す
。こ
の
た
め
、購
入
い
た
だ
い
た

「
真
湯
山
荘
利
用
回
数
券
」を
払
い

戻
し
ま
す
。

　

回
数
券
を
お
持
ち
の
人
は
、お

手
数
で
も
一
関
地
方
森
林
組
合

（
赤
荻
字
槻
本
２
９
０
）ま
で
お
越
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し
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
��
�
�
�
�
一
関
地
方
森

林
組
合�
�
２
０
３
０

　

い
ち
の
せ
き
地
方
通
学
路
安
全

安
心
点
検
隊
で
は
、近
い
将
来
、高

い
確
率
で
発
生
が
予
想
さ
れ
る
大

地
震
に
よ
り
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
崩
壊

し
、人
的
被
害
を
出
さ
な
い
た
め

に
、一
関
市（
一
関
・
花
泉
地
域
）・

平
泉
町
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
点
検
を

行
い
ま
す
。

　

点
検
の
際
に
は
同
点
検
隊
の
腕

章
を
つ
け
て
行
い
ま
す
。ブ
ロ
ッ

ク
塀
の
所
有
者（
管
理
者
）の
ご
理

解
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
９
月
中
旬
〜　

月
下
旬

１０

�
�
�
�
�
�
通
学
路
に
面
し
た

高
さ
１�
以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な

ど
�
�
��
�
�
�
�
本
庁
建
築
住

宅
課�
�
８
５
３
２

　

森
林
は
、水
源
か
ん
養
や
地
球
温

暖
化
防
止
な
ど
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
公
共
財
で
あ
り
、地
域
社
会

に
と
っ
て
重
要
な
資
源
で
す
。大
切

な
森
林
を
違
法
な
伐
採
や
無
秩
序

な
開
発
か
ら
守
る
た
め
に
、森
林
を

伐
採
す
る
場
合
は
伐
採
届
の
提
出

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
��
�
�
必
ず
伐
採
届
書

を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


伐
採
届

書
を
提
出
す
る
よ
う
業
者
に
依
頼

し
ま
し
ょ
う
。��
�
�
�
�
�

実
際
に
伐
採
を
始
め
る　

日
か
ら

９０

　

日
前
ま
で

３０
�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
本

庁
農
地
林
務
課
ま
た
は
各
支
所
産

業
経
済
課

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
を
受

け
た
場
合
、免
除
承
認
を
受
け
て

か
ら　

年
以
内
で
あ
れ
ば
、免
除

１０

さ
れ
た
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
付
で
き
る「
追
納
制
度
」が
あ
り

ま
す
。免
除
を
受
け
た
期
間
は
年

金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
期

間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、受
給
す

る
年
金
額
は
免
除
の
種
類
や
期
間

に
よ
っ
て
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

将
来
の
年
金
を
減
ら
さ
な
い
た

め
に
、　

年
以
内
に
さ
か
の
ぼ
っ

１０

て
納
付（
追
納
）す
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。た
だ
し
、免
除
承
認
か

ら
２
年
を
経
過
す
る
と
当
時
の
保

険
料
に
加
算
が
つ
き
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

追
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、一

関
社
会
保
険
事
務
所
、本
庁
国
保

年
金
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
課
ま

で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

�
�
��
�
�
�
�
一
関
社
会
保

険
事
務
所�
�
４
２
４
６
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